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【 手 続 補 正 書 】
【 提 出 日 】 平 成 19年 10月 16日 (2007.10.16)
【 手 続 補 正 １ 】
【 補 正 対 象 書 類 名 】 特 許 請 求 の 範 囲
【 補 正 対 象 項 目 名 】 全 文
【 補 正 方 法 】 変 更
【 補 正 の 内 容 】
【 特 許 請 求 の 範 囲 】
【 請 求 項 １ 】
　
　 被 検 者 の 識 別 子 を 入 力 す る 入 力 手 段 と 、
　 該 被 検 者 の 眼 底 を 撮 影 す る 撮 影 手 段 と 、
　 該 撮 影 手 段 に よ り 撮 影 被 検 眼 を す る 手 段 と 、
　 前 記 撮 影 手 段 に よ る の 終 了

比 較 す る 比 較 手 段 と 、
　 該 比 較 手 段 の 結 果 に よ り 警 告 表 示 を 行 う 警 告 表 示 手 段 と を 有 す る こ と を 特 徴 と す る 眼 科
撮 影 装 置 。
【 請 求 項 ２ 】
　 前 記 比 較 手 段 は 撮 影 漏 れ 判 定 を 行 い 、 撮 影 漏 れ が あ る と 撮 影 漏 れ リ
ス ト 記 憶 手 段 に デ ー タ を 入 力 す る こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 １ に 記 載 の 眼 科 撮 影 装 置 。
【 請 求 項 ３ 】
　 前 記 警 告 表 示 手 段 は 前 記 撮 影 漏 れ リ ス ト 記 憶 部 に 基 づ い て 警 告 表 示 を 行 う こ と を 特 徴 と
す る 請 求 項 ２ に 記 載 の 眼 科 撮 影 装 置 。
【 請 求 項 ４ 】
　
　
　
　

　

　

【 手 続 補 正 ２ 】
【 補 正 対 象 書 類 名 】 明 細 書

被 検 者 の 識 別 子 を 含 む 撮 影 予 定 者 リ ス ト を 登 録 す る 登 録 手 段 と 、

入 力 手 段 に よ っ て 入 力 さ れ た
さ れ た の 被 検 者 の 識 別 子 記 憶 記 憶

撮 影 に 応 じ て 、 前 記 記 憶 手 段 に よ っ て 記 録 さ れ た 被 検 者 の 識
別 子 と 前 記 登 録 手 段 に よ っ て 登 録 さ れ た 撮 影 予 定 者 リ ス ト に 含 ま れ る 被 検 者 の 識 別 子 と を

、 判 定 さ れ た 場 合 に

被 検 者 の 識 別 子 を 含 む 撮 影 予 定 者 リ ス ト を 登 録 す る 登 録 ス テ ッ プ と 、
被 検 者 の 識 別 子 を 入 力 す る 入 力 ス テ ッ プ と 、
該 入 力 ス テ ッ プ に お い て 入 力 さ れ た 被 検 者 の 眼 底 を 撮 影 す る 撮 影 ス テ ッ プ と 、
該 撮 影 ス テ ッ プ に お い て 撮 影 さ れ た 被 検 眼 の 被 検 者 の 識 別 子 を 記 憶 す る 記 憶 ス テ ッ プ と

、
該 撮 影 ス テ ッ プ に お け る 撮 影 の 終 了 に 応 じ て 、 前 記 記 憶 ス テ ッ プ に お い て 記 録 さ れ た 被

検 者 の 識 別 子 と 前 記 登 録 ス テ ッ プ に お い て 登 録 さ れ た 撮 影 予 定 者 リ ス ト に 含 ま れ る 被 検 者
の 識 別 子 と を 比 較 す る 比 較 ス テ ッ プ と 、

該 比 較 ス テ ッ プ の 結 果 に よ り 警 告 表 示 を 行 う 警 告 表 示 ス テ ッ プ と を 有 す る こ と を 特 徴 と
す る 眼 科 撮 影 装 置 の 警 告 方 法 。



【 補 正 対 象 項 目 名 】 発 明 の 名 称
【 補 正 方 法 】 変 更
【 補 正 の 内 容 】
【 発 明 の 名 称 】 眼 科 撮 影 装 置 及 び 該 装 置 の 警 告 方 法
【 手 続 補 正 ３ 】
【 補 正 対 象 書 類 名 】 明 細 書
【 補 正 対 象 項 目 名 】 ０ ０ ０ １
【 補 正 方 法 】 変 更
【 補 正 の 内 容 】
【 ０ ０ ０ １ 】
　 本 発 明 は 、 集 団 健 診 や 眼 科 医 院 等 で 使 用 さ れ る 眼 底 カ メ ラ 等 の 眼 科 撮 影 装 置

に 関 す る も の で あ る 。
【 手 続 補 正 ４ 】
【 補 正 対 象 書 類 名 】 明 細 書
【 補 正 対 象 項 目 名 】 ０ ０ ０ ６
【 補 正 方 法 】 変 更
【 補 正 の 内 容 】
【 ０ ０ ０ ６ 】
　 本 発 明 の 目 的 は 、 上 述 の 問 題 点 を 解 消 し 、 集 団 健 診 に お け る 眼 底 検 査 に お い て 、 撮 影 漏
れ を 健 診 終 了 時 に 直 ち に 知 る こ と が で き る 眼 科 撮 影 装 置 を 提 供 す る
こ と に あ る 。
【 手 続 補 正 ５ 】
【 補 正 対 象 書 類 名 】 明 細 書
【 補 正 対 象 項 目 名 】 ０ ０ ０ ７
【 補 正 方 法 】 変 更
【 補 正 の 内 容 】
【 ０ ０ ０ ７ 】
　 上 記 目 的 を 達 成 す る た め の 本 発 明 に 係 る 眼 科 撮 影 装 置 の 技 術 的 特 徴 は 、

被 検 者 の 識 別 子 を 入 力 す る 入 力 手 段 と 、
該 被 検 者 の 眼 底 を 撮 影 す る 撮 影 手 段 と 、 該 撮 影 手 段 に よ り 撮
影 被 検 眼 を す る 手 段 と 、 前 記 撮 影 手 段 に よ る の 終 了

比 較 す る 比 較 手 段 と 、 該 比 較 手 段
の 結 果 に よ り 警 告 表 示 を 行 う 警 告 表 示 手 段 と を 有 す る こ と に あ る 。
　

【 手 続 補 正 ６ 】
【 補 正 対 象 書 類 名 】 明 細 書
【 補 正 対 象 項 目 名 】 ０ ０ ０ ８
【 補 正 方 法 】 変 更
【 補 正 の 内 容 】
【 ０ ０ ０ ８ 】
　 本 発 明 に 係 る 眼 科 撮 影 装 置 に よ れ ば 、 健 診 終 了 時 に 撮 影 漏 れ を 検
知 し 、 警 告 を 行 う よ う に 構 成 し た の で 、 集 団 健 診 等 の 多 く の 被 検 者 に 対 し 撮 影 を 行 わ な け
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及 び 該 装 置
の 警 告 方 法

及 び 該 装 置 の 警 告 方 法

被 検 者 の 識 別 子
を 含 む 撮 影 予 定 者 リ ス ト を 登 録 す る 登 録 手 段 と 、

入 力 手 段 に よ っ て 入 力 さ れ た
さ れ た の 被 検 者 の 識 別 子 記 憶 記 憶 撮 影

に 応 じ て 、 前 記 記 憶 手 段 に よ っ て 記 録 さ れ た 被 検 者 の 識 別 子 と 前 記 登 録 手 段 に よ っ て 登 録
さ れ た 撮 影 予 定 者 リ ス ト に 含 ま れ る 被 検 者 の 識 別 子 と を

本 発 明 に 係 る 眼 科 撮 影 装 置 の 警 告 方 法 の 技 術 的 特 徴 は 、 被 検 者 の 識 別 子 を 含 む 撮 影 予 定
者 リ ス ト を 登 録 す る 登 録 ス テ ッ プ と 、 被 検 者 の 識 別 子 を 入 力 す る 入 力 ス テ ッ プ と 、 該 入 力
ス テ ッ プ に お い て 入 力 さ れ た 被 検 者 の 眼 底 を 撮 影 す る 撮 影 ス テ ッ プ と 、 該 撮 影 ス テ ッ プ に
お い て 撮 影 さ れ た 被 検 眼 の 被 検 者 の 識 別 子 を 記 憶 す る 記 憶 ス テ ッ プ と 、 該 撮 影 ス テ ッ プ に
お け る 撮 影 の 終 了 に 応 じ て 、 前 記 記 憶 ス テ ッ プ に お い て 記 録 さ れ た 被 検 者 の 識 別 子 と 前 記
登 録 ス テ ッ プ に お い て 登 録 さ れ た 撮 影 予 定 者 リ ス ト に 含 ま れ る 被 検 者 の 識 別 子 と を 比 較 す
る 比 較 ス テ ッ プ と 、 該 比 較 ス テ ッ プ の 結 果 に よ り 警 告 表 示 を 行 う 警 告 表 示 ス テ ッ プ と を 有
す る こ と に あ る 。

及 び 該 装 置 の 警 告 方 法



れ ば な ら な い 場 合 に お い て 、 簡 単 に か つ 正 確 に 撮 影 漏 れ を 防 ぐ こ と が で き る ば か り で な く
、 読 影 医 へ の 画 像 整 理 時 間 を 大 幅 に 短 縮 で き る 効 果 が あ る 。
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